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⾃⼰評価書添付資料 ⾃⼰評価のポイント
シラバス

前年度のシラバス 成績評価の確認に使⽤

評価実施年度の教育内容の
確認に使⽤

シラバス 前年度及び評価実施年度分が必要

それぞれ⽤途が異なるので、両年度分提出

評価実施年度の
シラバス
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基準１－１－２ ⾃⼰評価のポイント
教育の理念及び⽬標の達成状況

様式２－２ 司法試験の合格状況

教育の理念
及び⽬標の
達成状況を
⾃⼰評価

法曹としての活動状況
法曹以外の進路及び活動状況

法科⼤学院
収集データ

学⽣の学業成績
在籍状況
その他必要な事項 を勘案
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基準２－１－６ ⾃⼰評価のポイント
法情報調査及び法⽂書作成の指導

法情報調査 法⽂書作成

独⽴した必修科⽬

学⽣全員に指導されていること
指導内容・指導⽅法
ガイダンスを⽋席した学⽣の取扱い

が分かるよう⾃⼰評価

他の必修科⽬ ガイダンス

5

解釈指針３－２－１－６ ⾃⼰評価のポイント
エクスターンシップ クリニックの指導

エクスターンシップ クリニックの実施

関連法令の遵守 守秘義務等の指導
例 弁護⼠法

弁護⼠職務基本規程

事前指導、授業科⽬「法曹倫理」で⾏われている
指導内容・指導⽅法が分かるよう⾃⼰評価

研修先から報酬を受け取らないこと
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解釈指針３－２－１－８ ⾃⼰評価のポイント
集中講義

【主な指摘事例】

集中講義を実施する場合 事前事後の学習に必要
な時間の確保が必要

１⽇５コマ ３⽇間で実施
過密性に問題

最終講義直後に試験実施

同時期に複数開講 過密性・数に問題

休業期間の確保学期外に必修科⽬を開講
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基準４－１－１ ⾃⼰評価のポイント
成績評価に関する主な指摘事項例

平常点が⼀律満点
所定の成績評価基準と異なる分布で評価
筆記試験の採点基準が不明瞭
成績評価における考慮要素の合計が１００％を超過
期末試験と再試験の出題内容が類似

⾮常勤教員担当分について指摘事例が多い傾向
専任教員については認識が共有されている傾向
→ ⾮常勤教員にも認識を共有する必要あり
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基準６－２－２ ６－２－３ ⾃⼰評価のポイント
⼊学者選抜の状況

年次報告書
（３）⼊学者選抜の

実施状況

様式２－１
中教審法科⼤学院特別委員会
提出資料と同⼀の数値を記⼊

５年間の経過を踏まえ、⼊学者選抜の改善措置
について⾃⼰評価
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基準６－１－３ ７－３－１ ⾃⼰評価のポイント
⾝体に障害のある者に対する対応
在籍している場合

特別措置の例

試験時間の延⻑
座席位置の配慮
問題⽤紙の⼯夫

在籍していない場合

実績を⾃⼰評価

予定を⾃⼰評価

組織的対応の例

施設・設備の充実
教室間移動の配慮
ノートテイカーの配置

障害の種類・程度に応じ対応
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第８章 ⾃⼰評価のポイント
教員組織調査（１）

若⼿教員に対する緩和措置
通常は教育経験年数が必要なところ

対象教員
専任教員(研・専 実・専 実・み 専・他)
兼担・兼任教員
（法律基本科⽬⼜は必修科⽬を担当）

専属専任教員である研究者教員現員数の上限２割

博⼠の学位論⽂等がある場合 教育経験年数不問

11

第８章 ⾃⼰評価のポイント
教員組織調査（２）

複数教員担当授業科⽬

シラバスの担当部分に下線

様式１ 責任教員に◎
様式５ ⻩⾊塗りつぶし

複数教員で担当している場合は、責任教員は要件が
異なるため、明確にする必要がある
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基準８－２－３ ⾃⼰評価のポイント
教育上主要と認める授業科⽬

担当割合はクラス数で計算 専任教員担当クラス数
／必修クラス数

必修科⽬の専任教員担当割合 ７割以上であること

教育上主要と認める授業科⽬ 各法科⼤学院で決定

教育上主要と認める授業科⽬が法律基本科⽬及び法律実務基礎科⽬の例
教育上主要と
認める授業科⽬

必修科⽬
クラス数

専任教員
担当クラス数

専任教員
担当割合

法律基本科⽬ 50クラス 38クラス 76％
法律実務基礎科⽬ 10クラス ７クラス 70％

計 60クラス 45クラス 75％
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基準10－１－１ ⾃⼰評価のポイント
法科⼤学院の図書館

教員による教育及び研究に
必要な資料
法情報調査に関する職員

学部・研究科資料室

その他必要な図書・資料 ⼤学附属図書館

学⽣の学習に必要な基本的
な図書 法科⼤学院図書室

図書・資料、⼈的資源をそれぞれの
機能別に分散活⽤することが可能

具体的に
⾃⼰評価
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基準11－１－１ ⾃⼰評価のポイント
⾃⼰点検及び評価を通じた教育改善（１）

課題の抽出
例 ⾃⼰点検・評価

外部検証
認証評価
授業評価 等

改善の取組
例 ｶﾘｷｭﾗﾑ改定

ＦＤ
⼊試改善 等

実施
例 授業の実施

教員間連携
成績評価
⼊試 等

⾃⼰点検・評価を通じて教育改善の取組が
効果を上げているか⾃⼰評価

15

基準11－１－１ ⾃⼰評価のポイント
⾃⼰点検及び評価を通じた教育改善（２）

⾃⼰点検及び評価を通じ明らかになった

良い点

改善を図るための措置

課題

さらに向上するような取組

各種委員会と連携して取り組んだ措置を
具体的に⾃⼰評価書に記述
単にデータ・資料を収集するだけにとどまらない



8

16

基準11－２－１ ⾃⼰評価のポイント
情報の公表

【参考資料】
平成22年６⽉16⽇付け⽂部科学⼤⾂政務官通知
「学校教育法施⾏規則等の⼀部を改正する省令の施⾏について」

特に公表が不⼗分であった項⽬

教員情報
各教員の有する学位
⾮常勤教員も含む
教員ごとにばらつき

⼊学者数
他学部出⾝・実務経験者
志願者に有益な情報

修了者の進路
把握できる範囲で
⾃⼰点検・評価にも関係
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様式１〜４ ⾃⼰評価のポイント
資料６－１ ６－２

様式１
基準２－１－４〜２－１－９ 開設授業科⽬
基準２－１－３ 科⽬区分
基準３－１－１ ３－１－２ 受講学⽣数
基準３－２－１ 授業⽅法
基準８－２－３ 主要科⽬

様式２－１

様式２－２

様式３

基準６－１－３ ⾃⼤学出⾝者⽐率
基準６－１－５ ⾮法学部・社会⼈⽐率
基準６－２－１ 在籍者数
基準６－２－２ ⼊学者数 ⼊学定員充⾜率
基準６－２－３ ⼊学者選抜における競争倍率

基準１－１－２ 司法試験合格率
基準11－１－１ ⾃⼰点検及び評価

基準８－１－１〜８－１－２ 教員の配置
基準８－２－１〜８－２－５ 専任教員の配置
基準８－３－１ 授業負担

様式４ 基準８－２－２ ８－２－３ 科⽬別配置のバランス




